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研究科長・病院長決裁(研究内容に応じて決裁順序を変更) 

実施決定通知書の交付

事前審査終了後，担当専門審査員会委員の審査

一般申請 迅速申請

専門審査委員会開催 （申請者が出席して説明）

生命倫理審査委員会委員長及び専門審査委員会委員長が修正書類を確認（迅速審査・簡易審査・
計画変更においては審査）後，問題なければ承認 (両名が審査結果報告書に押印）

申請者は、申請書類を生命倫理審査電子申請システムに登録

生命倫理審査委員会事務局による事前審査
生命倫理審査委員会委員長，
担当専門審査委員会委員長に適宜相談

総務課で申請書類の確認，e-Learning受講等の有無を確認し受付

事前審査終了後，事務局が指名した担当専門審査
委員会委員の審査
（必要に応じて申請者と面談）

審査終了後，申請者が修正書類をシステムに登録

簡易申請 ・ 計画変更申請

【適宜、研究利益相反マネジメント委員会の審査】

1 システムの流れ 

本システムは、以下の流れに沿って、倫理審査に関する申請から審査まで

の手続きを管理し、申請業務の省力化、省資源化を図ります。

【図１－１】
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2 システムの利用準備 
 

 

2.1 システムの起動 
本システムを利用するにはインターネットに接続したパソコンと、

Web ブラウザが必要です。Web ブラウザを起動し、以下の URL を入

力します。 
 
<https://nagoya.bvits.com/rinri/> 
 
ログイン画面が表示されれば起動成功です【図２－１】。 
 
【図２－１】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※Web ブラウザは Internet

Explorer11(Windows7/8.1/

10)、Microsoft Edge(Wind

ows10)もしくはSafari10以

降(macOS 10.12 以降)のみ

動作保証いたします。その

他のブラウザでは正常に動

作しない可能性がありま

す。 

 

 

※起動しないときは、パソ

コンがインターネットに正

常に接続しているか確認し

てください。 

https://nagoya.bvits.com/rinri/
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2.2 ユーザー登録（名古屋大学 ID をお持ちの方） 
本システムを利用するには、あらかじめユーザー登録する必要があり

ます。【図２－１】ログイン画面より、[新規ユーザー登録]のボタンを

クリックします。 
ユーザー登録依頼画面【図２－２】が開きますので、メールアドレス

を入力し[送信]してください。 
 
【図２－２】 

 

 
折り返し、入力されたメールアドレス宛てにユーザー登録用 URL が記

載されたメールが送信されます。メール本文中の URL をクリックまた

は Web ブラウザに入力すると、名古屋大学 ID 認証画面【図２－３】

が開きます。 
 
【図２－３】 

 

 
名古屋大学 ID とパスワードを入力して[Login]ボタンをクリックして

ください。認証に成功すると、当システムのユーザー登録画面【図２

－４】が表示されます。 
 

 

※ユーザー登録は最初に一

度だけ行う必要がありま

す。 

 

※指定されたドメイン以外

のメールアドレスは使用で

きません。 

 

※既にユーザー登録済みの

場合、[送信]時にメールアド

レスが使用されているとい

う警告が表示されます。 
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【図２－４】 

 
 
内容を確認し、正しければ[登録する]ボタンをクリックしてください。

ユーザー登録が完了します。 
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3 ログイン 
 

 

3.1 ログイン 
【図２－１】ログイン画面で[ログイン]ボタンをクリックすると、【図

２－３】名古屋大学 ID 認証画面が表示されます。名古屋大学 ID とパ

スワードを入力して[Login]ボタンをクリックしてください。認証に成

功すると、申請研究者用メニュー【図３－１】が表示されます。 
 
【図３－１】 

 

 

＜注意！＞ 

※名古屋大学 ID とパスワ

ードが外部に漏れると、不

正使用される恐れがありま

す。厳重に管理してくださ

い。 

 

 

 

3.2 ログアウト 
本システムの利用を終える場合は、画面下部にある[ログアウト]ボタン

をクリックしてログアウトしてから Web ブラウザを閉じてください。

ログアウトしないで Web ブラウザを閉じた場合、サーバーでは一定期

間ログインした状態が継続されます。ログアウトすることで悪意のあ

る不正アクセスを防止することができます。 
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3.3 ユーザー情報編集 
申請研究者用メニューのユーザー情報の編集又は、画面下部の[ユーザ

ー情報編集]ボタンをクリックすると、ユーザー情報を変更できます。

名古屋大学 ID でログインしている場合はメールアドレスと

e-Learning 受講日のみ変更できます【図３－２】。 
 
【図３－２】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※e-Learning 受講日は、受

講するたびに更新してくだ

さい。 

 



- 9 - 
 

4 新規申請 
 

 

4.1 申請書の作成 
【図３－１】の画面より、[新規申請]へのリンクをクリックすると、

[Decision tree]【図４－１】が表示されます。Decision tree に従って、

該当する倫理指針を確認し、画面上部のプルダウンリストより倫理指

針を選択して[次へ進む]ボタンをクリックしてください。 
 
【図４－１】 

 

 

※「疫学研究に関する倫理

指針」と「臨床研究に関す

る倫理指針（観察研究）」の

場合は、[一般審査]か[簡易

審査]のいずれかを選択して

ください。 

 

※入力必須項目が未入力だ

ったり、添付必須ファイル

が添付されていなかったり

すると、申請時に警告が表

示され、申請書の登録が完

了しません。 

 

※添付ファイルは 1 度に合

計サイズ 40MB を超えて登

録できません。この場合は、

40MB 以内で一旦[一時保

存]を行い、申請書の内容訂

正画面【図４－５】「編集」

ボタンから追加登録してく

ださい。 

 

※その他添付資料は 1 度に

10 個まで登録できます。11

個以上登録する場合は、一

旦[一時保存]を行い、申請書

の内容訂正画面【図４－５】

「編集」ボタンから追加登

録してください。 
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他機関への委託審査を依頼する場合は、「他機関への委託審査依頼」チ

ェックボックスを ON にすると、委託先の入力画面が表示されます【図

４－２】。 
 
【図４－２】 

 

 
必要事項を入力し、該当する倫理指針を確認して、画面上部のプルダ

ウンリストより倫理指針を選択して[次へ進む]ボタンをクリックして

ください。[新規申請の準備]画面【図４－３】が表示され、[様式]のリ

ンクをクリックすると、申請に必要な添付書類をダウンロードするこ

とができます。[一括ダウンロード]のリンクをクリックすると、全ての

書類を圧縮ファイルにしてダウンロードできます。 
 
【図４－３】 
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[申請書入力へ進む]ボタンをクリックすると、申請書入力フォーム【図

４－４】が表示されます。必要事項を入力し、添付書類を登録します。 
 
【図４－４】 
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4.2 一時保存 
申請書の入力を途中で保存する場合は[一時保存]をクリックします。入

力した内容や添付ファイルが一時保存されますが、この時点では審査

手続きは開始されません。最後に必ず[申請]を行ってください。 
 

 

※[一時保存]では審査手続

きが開始されませんのでご

注意ください。 

4.3 申請 
申請書の入力が完了したら[申請]をクリックします。入力した内容や添

付ファイルが登録され、申請者にはシステムより”【通知サービス】新

規申請提出の受け付け”のメールが届きます【図４－５】。倫理審査委

員会事務局に内容確認依頼が通知されます。倫理審査委員会事務局に

て内容を確認し、「受理」された後に実際に審査手続きが開始されます。 
 
【図４－５】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※[申請]後はこの申請書の

内容を訂正したり、申請書

を削除・取下げできなくな

ります。どうしても必要な

場合は、倫理審査委員会事

務局までご連絡ください。 
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4.4 内容の訂正・削除 
申請書の[一時保存]や[申請]を行うと、申請者用メニュー【図４－６】

に「プロジェクト一覧」が表示されます。 
 
【図４－６】 

 
 
「プロジェクト一覧」の[表示]ボタンをクリックすると、このプロジェ

クトに関する詳細表示画面【図４－７】が表示されます。 
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【図４－７】 

 
 
[一時保存]した申請書は（編集中）となります。続きを入力する場合は

[編集]ボタンをクリックすると入力できます。申請書を削除する場合は

[削除]ボタンをクリックすると申請書を削除できます。但し、一度でも

申請を行った場合は削除することはできません。この場合、[取下げ] ボ
タンをクリックすることで申請を取り下げることができます（後述）。 
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4.5 申請者の追加 
プロジェクト詳細表示画面【図４－７】のプロジェクトの申請者の[追
加]ボタンをクリックして、申請者を追加することができます。担当者

選択ウィンドウ【図４－８】から申請者を選択して[OK]ボタンをクリ

ックすると、プロジェクトの申請者に追加されます。 
 
【図４－８】 

 
 
追加された申請者は申請書の閲覧が可能になり、生命倫理審査（計

画変更）申請や臨床研究等研究経過（年次）報告等を提出できます

【図４－９】。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※申請者の追加があっても

「共同申請書」とはみなさ

れませんので、ご注意くだ

さい。 

 

※所属、職名、氏名、名古

屋大学 ID で申請者を絞り

込むことができます。 

 

 

※複数選択する時は CTRL

キーを押しながら選択して

ください。 

 

 

※新規申請書は編集できま

せん。 
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【図４－９】 
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4.6 分担施設の申請者の追加 
プロジェクト詳細表示画面【図４－７】の本プロジェクトの分担施設

の申請者の[追加]ボタンをクリックして、申請者を追加することができ

ます。担当者選択ウィンドウ【図４－１０】から申請者を選択して[OK]
ボタンをクリックすると、本プロジェクトの分担施設の申請者に追加

されます【図４－１１】。 
 
【図４－１０】 

 
 
【図４－１１】 
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4.7 分担施設の研究責任医師の追加 
プロジェクト詳細表示画面【図４－７】の分担施設の研究責任医師の

[追加]ボタンをクリックして、研究責任医師を追加することができま

す。担当者選択ウィンドウ【図４－１２】から研究責任医師を選択し

て[OK]ボタンをクリックすると、分担施設の研究責任医師に追加され

ます【図４－１３】。 
 
【図４－１２】 

 
 
【図４－１３】 

 
 

 



- 19 - 
 

4.8 申請書の内容確認 
プロジェクト詳細表示画面【図４－７】の申請履歴の[表示]ボタンをク

リックすると、申請書の内容を確認できます【図４－１４】。また[印刷] 
をクリックすることで、申請書を様式通りに印刷することができ、[一
括ダウンロード] をクリックすることで、申請書や各種添付ファイルを

圧縮形式でダウンロードすることができます。 
 

【図４－１４】 

 

 

※[印刷]機能を利用する場

合は、あらかじめ Adobe 

Reader をインストールし

ておく必要があります。画

面内のアイコンをクリック

してインストールしてくだ

さい。 

 
 

 

 

※申請書の内容は過去の変

更をさかのぼって閲覧する

ことができます。 
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4.9 事前審査、専門審査ディスカッション 
審査手続きが開始された後、事前審査委員や専門審査委員より質

問・意見が提出されます。メールにより修正を指示される場合もあ

ります【図４－１５】。 
 
【図４－１５】 

 
 
申請書閲覧画面【図４－１４】で、[事前審査ディスカッション]タブ

または[専門審査ディスカッション]タブを表示すると、事前審査ある

いは専門審査での質問・意見が確認できます【図４－１６】。 
 
【図４－１６】 

 
 

回答の入力は、[回答]ボタンをクリックすると、回答の編集画面が表示

されます【図４－１７】。 
 
 
 
 

 

※申請書がロックされてい

る場合は、回答を入力する

ことはできません。 

 

※申請書を編集し、再申請

する場合は、先に回答を入

力してください。 
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【図４－１７】 

 

 
回答を入力し、[OK]ボタンのクリックで回答が登録されます【図４－

１８】。 
 
【図４－１８】 

 
 
 申請書を訂正する場合は、[申請書編集画面に移動する]ボタンのクリ

ックで申請書の編集画面が表示されます【図４－４】。 
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4.10 審査結果の通知 
審査委員会での審査結果がシステムに登録されると、システムから申

請者あてにメールで通知されます【図４－１９】、【図４－２０】。 
 
【図４－１９】 

 
 
【図４－２０】 

 
 
審査結果が登録された後に申請書閲覧画面を表示すると、審査結果が

確認できます【図４－２１】。また、[印刷]機能で審査結果報告書や実

施決定通知書を様式通りに印刷することができます。 
 

 

 

※【図４－２０】は臨床研

究法の審査結果通知です。 
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【図４－２１】 
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4.11 取下げ 
申請済みの申請・または報告を取下げることができます。事務局に取

下げたい申請または報告のロック解除を依頼し、ロックが解除される

と申請履歴に[取下げ]ボタンが表示されます【図４－２２】。 
 
【図４－２２】 

 
 
[取下げ]ボタンをクリックすると、取下げに関するアラートが表示され

ます。【図４－２３】。 
 
【図４－２３】 

 

 
[取下げ]ボタンをクリックすると、取下げが行われ【図４－２４】、シ

ステムよりメールが送信されます【図４－２５】。 
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【図４－２４】 

 
 
【図４－２５】 
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5 ｊRCT 
 

※本章は臨床研究法固有の

機能です。 

5.1 通知 
提出された新規申請が承認されると、システムより「【通知サービス】

jRCT 登録のお願い」メールが申請者に送られます【図５－１】。 
 
【図５－１】 

 

 
申請研究者用メニューには、jRCT 登録のアラートが表示されます【図

５－２】。 
 
【図５－２】 
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5.2 登録 
jRCT 番号の登録は【図４－７】プロジェクト詳細表示画面から、

｢jRCT｣の[登録]ボタンをクリックします。ｊRCT 登録番号画面が表示

されます【図５－３】。 
 
【図５－３】 

 
 
jRCT 登録番号と登録日時を入力し、[OK]ボタンのクリックで jRCT 番

号が登録されます【図５－４】。 
 
【図５－４】 
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6 臨床研究等研究経過（年次）報告 
 

※本章は臨床研究法以外の

機能です。 

6.1 研究経過（年次）報告の通達 
継続中の研究課題については、定期的に” 【通知サービス】研究経過（年

次）報告のお願い”のメールが届きます【図６－１】。 
 
【図６－１】 

 
 
このメールを受け取ったらすみやかに下記手順に従って、｢臨床研究等

研究経過（年次）報告｣を提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※研究が終了している場合

は「終了報告」を提出して

ください。 
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6.2 臨床研究等研究経過（年次）報告の作成 
メール本文のリンクをクリックすると、本システムのログイン画面が

表示され、ログインすると研究経過（年次）報告の入力画面が表示さ

れます【図６－２】。 
 
【図６－２】 

 

 
ここで必要事項を入力または選択し[申請]ボタンをクリックすれば報

告は完了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能が

利用できます。 
 
 
 
 
 

 
※【図１０－１】申請メニ

ューの[臨床研究等研究経過

（年次）報告]のリンクをク

リックしても研究経過（年

次）報告の入力画面が表示

されます。 
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7 定期報告 
 

※本章は臨床研究法の機能

です。 

7.1 研究経過（年次）報告の通達 
継続中の研究課題については、定期的に” 【通知サービス】研究実施状

況報告のお願い”のメールが届きます【図７－１】。 
 
【図７－１】 

 
 
このメールを受け取ったらすみやかに下記手順に従って、｢定期報告｣

を提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※研究が終了している場合

は「終了通知」を提出して

ください。 
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7.2 定期報告の作成 
メール本文のリンクをクリックすると、本システムのログイン画面が

表示され、ログインすると研究経過（年次）報告の入力画面が表示さ

れます【図７－２】。 
 
【図７－２】 

 
 
ここでファイルを添付し[申請]ボタンをクリックすれば報告は完了し

ます。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能が利用できま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※【図１０－２】申請メニ

ューの[定期報告]のリンク

をクリックしても定期報告

の入力画面が表示されま

す。 
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8 終了報告 
 

※本章は臨床研究法以外の

機能です。 
8.1 研究期間終了の通達 

研究終了日が近づいている研究課題においては、”【重要】（生命倫理審

査委員会）研究期間終了について”のメールが届きます【図８－１】。こ

のメールを受け取ったらすみやかに下記手順に従って、「終了報告」を

提出してください。また、研究を中止または中断した場合も同様に提

出してください。研究期間を延長する場合は生命倫理審査（計画変更）

申請を提出してください。 
 
【図８－１】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
※研究期間終了の通達は研

究責任者、連絡先に届きま

す。 

 

※研究終了報告の通達は、

研究終了日の 2ヶ月前、1 

か月前、2週間前にシステム

から送信されます。すでに

提出済みであれば送信され

ません。 
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8.2 終了報告の作成 
メール本文のリンクをクリックすると、本システムのログイン画面が

表示され、ログインすると終了報告の入力画面が開きます【図８－２】。 
 
【図８－２】 

 

 
ここで必要事項を入力または選択し、[申請]ボタンをクリックすれば報

告は完了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能が

利用できます。 
 
 
 
 
 
 

 

※【図１０－１】申請メニ

ューの[終了報告]のリンク

をクリックしても終了報告

の入力画面が表示されま

す。 
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9 終了通知 
 

※本章は臨床研究法の機能

です。 
9.1 研究期間終了の通達 

研究終了日が近づいている研究課題においては、”【重要】（生命倫理審

査委員会）研究期間終了について”のメールが届きます【図９－１】。こ

のメールを受け取ったらすみやかに下記手順に従って、「終了報告」を

提出してください。また、研究を中止または中断した場合も同様に提

出してください。研究期間を延長する場合は生命倫理審査（計画変更）

申請を提出してください。 
 
【図９－１】 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
※研究期間終了の通達は研

究責任者、連絡先に届きま

す。 

 

※研究期間終了の通達は、

研究終了日の 2ヶ月前、1 

か月前、2週間前にシステム

から送信されます。すでに

提出済みであれば送信され

ません。 
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9.2 終了通知の作成 
メール本文のリンクをクリックすると、本システムのログイン画面が

表示され、ログインすると終了通知の入力画面が開きます【図９－２】。 
 
【図９－２】 

 

 
ここで必要事項を入力または選択し、ファイルを添付して[申請]ボタン

をクリックすれば報告は完了します。新規申請と同様に、一時保存、

修正、削除の機能が利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※【図１０－２】申請メニ

ューの[終了通知]のリンク

をクリックしても終了報告

の入力画面が表示されま

す。 
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10 その他申請・報告 
 

 

新規申請が承認されると、プロジェクト詳細表示画面に[申請メニュー]
が追加され、各種申請・報告ができるようになります【図１０－１】、

【図１０－２】。 
 
【図１０－１】 

 
 
【図１０－２】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※図【１０－２】は臨床研

究法のプロジェクト詳細表

示です。 
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10.1 生命倫理審査（計画変更）申請 
申請内容や研究計画等に変更があった場合は、速やかに生命倫理審査

（計画変更）申請を提出してください。【図１０－１】プロジェクト詳

細表示の申請メニューより[生命倫理審査（計画変更）申請]のリンクを

クリックすると生命倫理審査（計画変更）申請入力画面が表示されま

す【図１０－３】。 
 
【図１０－３】 

 
 
必要事項を入力または選択し、ファイルを添付して[申請]ボタンをクリ

ックすれば申請は完了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、

削除の機能が利用できます。 

 
※本項は臨床研究法以外の

機能です。 
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10.2 重篤な有害事象報告 
重篤な有害事象が発生したら、すみやかに重篤な有害事象に関する報

告書を提出してください。【図１０－１】プロジェクト詳細表示の申請

メニューより［重篤な有害事象報告］のリンクをクリックすると、重

篤な有害事象報告の入力画面が表示されます【図１０－４】。 
 
【図１０－４】 

 
 
必要事項を入力または選択し、[申請]ボタンをクリックすれば申請は完

了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能が利用で

きます。 

 
※本項は臨床研究法以外の

機能です。 
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10.3 予期できない重篤な有害事象報告 
予期できない重篤な有害事象が発生したら、すみやかに予期できない

重篤な有害事象に関する報告書を提出してください。【図１０－１】プ

ロジェクト詳細表示の申請メニューより［予期できない重篤な有害事

象報告］のリンクをクリックすると、予期できない重篤な有害事象報

告の入力画面が表示されます【図１０－５】。 
 
【図１０－５】 

 

 
必要事項を入力または選択し、[申請]ボタンをクリックすれば申請は完

了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能が利用で

きます。 

 
※本項は臨床研究法以外の

機能です。 
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10.4 変更申請 
申請内容や研究計画等に変更があった場合は、速やかに変更申請を提

出してください。【図１０－２】プロジェクト詳細表示の申請メニュー

より[変更申請]のリンクをクリックすると変更申請入力画面が表示さ

れます【図１０－６】。 
 
【図１０－６】 

 
 
必要事項を選択しファイルを添付して[申請]ボタンをクリックすれば

申請は完了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能

が利用できます。 
 
 
 
 

 
※本項は臨床研究法の機能

です。 
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10.5 疾病等報告 
疾病等報告は、【図１０－２】プロジェクト詳細表示の申請メニューよ

り［疾病等報告］のリンクをクリックすると、疾病等報告の入力画面

が表示されます【図１０－７】。 
 
【図１０－７】 

 

 
必要事項を選択しファイルを添付して[申請]ボタンをクリックすれば

申請は完了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能

が利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※本項は臨床研究法の機能

です。 
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10.6 重大な不適合報告 
重大な不適合報告は、【図１０－２】プロジェクト詳細表示の申請メニ

ューより［重大な不適合報告］のリンクをクリックすると、重大な不

適合報告の入力画面が表示されます【図１０－８】。 
 
【図１０－８】 

 
 
ファイルを添付して[申請]ボタンをクリックすれば申請は完了します。

新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能が利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※本項は臨床研究法の機能

です。 
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10.7 その他報告 
その他報告は、【図１０－２】プロジェクト詳細表示の申請メニューよ

り［その他報告］のリンクをクリックすると、その他報告の入力画面

が表示されます【図１０－９】。 
 
【図１０－９】 

 
 
必要事項を選択しファイルを添付して[申請]ボタンをクリックすれば

申請は完了します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除の機能

が利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※本項は臨床研究法の機能

です。 
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11 その他の機能 
 

 

11.1 お知らせ・新着情報の表示 
お知らせ・新着情報がシステムに登録されると、メインメニューに[お
知らせ・新着情報]が表示されます【図１１－１】。 
 
【図１１－１】 

 
 
[確認]チェックボックスを ON にすると、そのお知らせは非表示になり

ます。全てのお知らせを再表示する場合は、[確認済みも全て表示]チェ

ックボックスを ON にしてください。 
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11.2 添付ファイルが開けない場合の対処法 
申請書閲覧画面から添付ファイルのリンクをダブルクリックしても、

添付ファイルが開かずに web 画面がくずれて表示されることがありま

す。Microsoft 社の Office 製品の設定でこのような問題が発生すること

があります。対処法は以下のとおりです。 
 
Excel を開き、「ファイル」→「オプション」をクリックします【図１

１－２】。 

 
【図１１－２】 

 
 
「セキュリティセンター」→「セキュリティセンターの設定」をクリ

ックします【図１１－３】。 
 
【図１１－３】 
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「保護ビュー」をクリックし、「インターネットから取得したファイル

に対して、保護ビューを有効にする」チェックボックスを OFF にしま

す【図１１－４】。 
 
【図１１－４】 

 
 
各々の画面の[OK]ボタンをクリックして閉じます。 
他の web 系システムとの兼ね合いで、設定の変更ができない場合は、

ダウンロードしたいファイルを右クリックで選択して、"対象をファイ

ルに保存"を選択していただき、適当な場所に保存してから開くことで

回避できます。 
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